
港湾整備における投資の重点化

・国際の競争力の強化、安全・安心の確保という現下の政策課題に対し、港湾分野において対応すべき
重点課題である「物流改革の推進」及び「災害対応力の強化」に予算配分を重点化

・重要港湾における小規模施設等や地方港湾の整備のための投資を抑制
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１．１８年度予算における投資のメリハリ

（１）直轄事業の抜本的見直し

２．重点化推進のための取組み
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直轄事業実施箇所数（重要港湾）の推移

・直轄基準の見直し

⇒国内海上輸送網の形成の直轄施設整備を水深7.5m以深のものに限定

・実施箇所数の管理を徹底

⇒ 新規事業着工に際しては継続事業の終了を原則化 等

・継続事業の抜本点検

⇒残事業についてプロジェクトの規模・範囲、設計見直し等の工夫、重点配分等

により事業費縮減と完了時期前倒しを実現

・直轄事業を向こう５年間で20％削減（17
年度313箇所→21年度250箇所程度）

・事業の重点化により優先施策の効果を
早期発現（事業期間を平均２割短縮）

効果

＋３７％

＋１８％

△１０％△１２％
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直轄事業実施箇所数（重要港湾）の推移
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【図１】地方港湾における事業実施港数 【図２】重要港湾における事業実施箇所数

（２）事業実施港・箇所数の絞込み

地方港湾における事業を厳に抑制
⇒事業実施港数【図１】

平成18年度 195港（予定）：対前年度比▲15港、平成８年度比▲54％
重要港湾の小規模施設等の新設は厳に抑制
⇒事業実施箇所数【図２】

平成18年度 700箇所（予定）：対前年度比▲40箇所、平成８年度比▲48％

・新規施設の「建設」のみならず、既存ストックを「改良」することによって、その質を減ずることなく有効に
活用していく。

⇒係留施設の建設工事に占める改良工事のシェアは、この７年間でほぼ３倍に
（11年度：16％ → 18年度案：46％へ）【図３】

（３）既存ストックを有効活用
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【図３】改修事業に占める改良のシェア

（４）地方港湾統合の推進による投資の縮減
⇒約40港（約50港→８港程度）の港数削減を予定

（約40億円の後年度事業費の縮減、港湾管理事務コストを約３割縮減）
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＜目的＞

港湾管理者と国が連携しながら政策的に港湾の統合を進め、分散投資など
の解消を図ることによる効率的・効果的な港湾の投資・運営をめざす。

港湾統合の推進

＜統合による効果＞

・港湾の施設などの投資効率化

→ 適切な機能の分担、配置計画、整備計画

・港湾運営の効率化

→ 各種手続、事務の省力化

想定される各港湾管理者等のメリット

港湾の広域的な機能分担、港湾投資の重点化が図ることができる。

港湾の運営上、柔軟な利用環境を提供できる。

港湾統計調査や港湾計画策定など、各種の事務手続きが省力化される。 等

港湾統合支援措置（港湾施設改良費統合補助）

市町村管理港湾に係る補助採択基準の引き上げ（H16：5,000万円→H18:8,000万
円）に際し、平成17～19年度の３年間に国土交通大臣が同意した事業計画に基づく
事業については引続き5,000万円のまま据え置き。

事業計画を優先的に採択。

（１０港程度）

（島根県）

（広島県）

（長崎県）

県内（内地）の地方港湾
（２０港程度）

（鹿児島県）

岡村（おかむら）港
白潟（しらがた）港

（愛媛県）

鮴崎（めばるざき）港

大西（おおにし）港

木江港（きのえ）港

普天間（ふてんま）港
前泊（まえどまり）港

（沖縄県）

【18年度における主な統合検討港湾】

隠岐の島の地方港湾

井ノ口（いのくち）港
甘崎（あまさき）港
上浦（かみうら）港

下田（しもだ）港
松浦（まつうら）港
調川（つきのかわ）港
他 ５港程度

900

950

1000

1050

1100

平成16年度 平成17年度末頃 平成18年度末頃

1079港

1060港程度
1020港程度

港湾数の推移
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